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平成２８年度 包括外部監査の結果に基づく取組状況 

（平成３１年３月３１日現在） 

大津市企業局の所管する水道・ガス事業の事務の執行及び事業の管理について  

１. 経営管理・経営戦略 

監査結果又は意見の概要 講じた措置の内容 企業局担当課 

 (3)「第Ⅲ期大津市(ガス事業)中期経

営計画」の進捗状況について 

②主要施策の評価 

【結果】報告書 84 頁 

 計画した主要施策について、毎年項

目ごとにその成果及び進捗状況を事後

評価して公表することとしており、

PDCA サイクルの活用が謳われている。 

 達成度合いが低い項目について PDCA

サイクルの活用状況を検証したとこ

ろ、目標等について適時に見直しが図

られるべきものがあった。 

 PDCA サイクルの適切な運用に向け

て、中期経営計画期間内であっても、

適時の見直しが図られる必要がある。 

 

水道事業の進捗管理のほか、ガ

ス事業の進捗管理についても、

PDCA サイクルの適切な運用を図る

べく、目標等について見直しを行

い、平成 29 年度の進捗管理から

水道事業と同じ公表様式にて取り

組みました。 

経営戦略室 

(4)原価計算について 

①「勘定外ガス」の原因分析 

【結果】報告書 92 頁 

 過去の実績を見ると、ガスの購入量

と販売量の差（以下、「勘定外ガス」

という。）による利益が各年度３億円

から５億円程度含まれているが、勘定

外ガスが生じる確かな原因は判明して

いない。 

 勘定外ガスの発生状況次第では、長

期収支見通しで想定する純利益を計上

できない可能性がある。また、平成 28 

年 11 月に、ガス事業はコンセッショ

ン方式による官民連携出資会社の設立

を目指すことを公表しているが、当該

リスク評価が十分に検討できていない

と、運営権者選定時のガス事業の価値

が低く算定され、結果として市民の利

益を損なう可能性もある。 

 このため、企業局は早急に勘定外ガ

スに対するリスク評価を行い、長期事

業運営上、どのように対処するのか検

討を始める必要がある。 

大津市ガス特定運営事業等の実

施に当たり、リスク評価なども含

め適切に事業価値が算定できるよ

う、「水道・下水道・ガス事業年

報」を開示し、平成 20 年度から

の年間販売量と年間購入量の差

（勘定外ガス）等が確認できるよ

うにしました。 

経営戦略室 
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２. 契約事務 

監査結果又は意見の概要 講じた措置の内容 企業局担当課 

（2）当初契約とその後の契約との関

連について 

【意見】116 頁 

 平成 27 年度における１者特命随意

契約 40 件のうち、その委託業務にお

ける随意契約理由として相手方が開

発・製造業者であることを挙げている

ものが 19 件、その中でも委託業務の

内容が運用・管理・保守業務であるも

のが 12 件あった。 

 施設・システムなど当初の導入後に

運用・管理・保守などの業務が必要と

なってくる案件については、導入時こ

そ入札により公平かつ安価に調達でき

るかもしれないが、導入後運用・管

理・保守業務を委託する必要があるの

であれば、ランニングコストについて

は１者特命随意契約とならざるを得な

いことになる。 

 発注後に運用・管理・保守業務を委

託する必要があるような案件であれ

ば、当初の入札時にその後数年間のラ

ンニングコストも含めたトータルコス

トでの入札となるような契約を検討す

るべきである。 

施設の改築等については、以前

から大規模な施設更新改良工事発

注の際に「総合評価一般競争入札

方式」を採用し、トータルコスト

の縮減を図っています。 

また、システム関係における規

模の大きな業務については、プロ

ポーザル方式により発注を行うこ

とにより、ランニングコストを含

めたトータルコストの比較を評価

項目の一つとして事業者の選定を

行っています。 

 

契約管財課 

 

(3)随意契約理由の不足について 

【意見】117 頁 

 平成 27 年度の委託業務の中で、庁

舎内の敷設された LAN ケーブルが乱雑

になっているため、整理された状態に

再敷設した上で、市の情報系ネットワ

ークに再接続するという業務を随意契

約としているものがあった。 

 契約業者が市の情報通信ネットワー

ク構築に当初から参画しており、通信

機器の設置状況や LAN ケーブルの敷設

状況を詳細に把握している唯一の業者

であるとして随意契約としたとのこと

だが、LAN ケーブルの再敷設業務が他

の業者が介入できない程、高度に専門

的なものとは考え難い。 

 保守的に随意契約を締結することな

く、適正な競争を確保できるように努

 当該業務については、ネットワ

ークの再敷設のみでなく、ネット

ワーク環境調査や構成設計、ネッ

トワーク機器の設定等も含んでい

ました。また、ネットワーク再敷

設後、市の情報系ネットワークに

接続することから、接続時に不具

合が発生した場合、庁内ネットワ

ーク全域が不通になるなど、甚大

な影響を与える可能性があること

から、市の情報通信ネットワーク

構築に当初から参画しており、通

信機器の設置状況や LAN ケーブル

の敷設状況を詳細に把握している

業者であるとして随意契約したと

ころであります。 

しかしながら、ネットワーク再

敷設業務については、御指摘のと

企業総務課 
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監査結果又は意見の概要 講じた措置の内容 企業局担当課 

めるべきである。 おり高度に専門的ではないことか

ら、今後、当該業務を実施する際

は、随意契約を締結することな

く、適正な競争を確保できるよう

に努めます。 

(5)一般競争入札の応札者増加に向け

た具体的取組みについて 

【意見】122 頁 

 平成 27 年度の工事契約及び工事以

外の委託契約に関する一般競争入札に

おいて、各契約総額に占める１者入札

の割合が、工事契約では 86％、工事以

外の委託契約では 49％となっていた。 

 また、一般競争入札における１者応

札案件の平均落札率は、工事契約では

94％、工事以外の委託契約では 96％と

なっていた。 

 対象業者数の見込める業務について

は応札数を増やすために発注の範囲を

細分化し、業務内容を分割するなど応

札数を増やす取り組みを積極的に行

い、１者応札が多いこの現状をこのま

ま放置せず、具体策を講ずるべきであ

る。 

工事における一般競争入札で

は、工期を十分に確保することに

併せて、それぞれの工事時期が重

複しないよう「債務負担行為」を

活用して、入札に参加しやすい環

境づくりに努めています。 

また、工事以外の委託業務にお

ける一般競争入札では、業務内容

や入札参加要件の見直しを図るな

ど、応札業者数を増やすための方

策を講じています。 

契約管財課 
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３. 徴収事務 

監査結果又は意見の概要 講じた措置の内容 企業局担当課 

(5)認定に係る手続について 

【意見】142 頁 

 使用者が水道水以外の水を使用した

場合は、汚水排出量の認定により、使

用者からの報告に基づき企業局が下水

道使用料を請求することとなっている

ものの、平成 25 年には、工場内に新

たに設置した井戸に係る排水量を企業

局に報告していなかったといった事例

が発覚しているところである。 

 汚水排出量の認定を行っている使用

者については、仮に使用者が虚偽の報

告を行った場合や新たな排出量の報告

がなされていない場合には、請求漏れ

といった事態になってしまう。 

 請求漏れなどの事態を防ぐために

も、例えば使用者からの使用量報告の

際に計測装置の数値の写真を添付して

もらうことや、定期的な現地調査の規

程を策定し運用するといった対応をす

ることが必要である。 

大津市汚水排出量の認定に伴う

私設計測装置設置に関する確認要

領に基づき、平成 30 年度には汚

水排出量の加算、減量等の認定を

行っている施設について現地調査

を実施しました。 

今後も定期的に現地を訪問し、

計測装置の設置状況等を確認して

いきます。 

料金収納課 
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５. 固定資産管理 

監査結果又は意見の概要 講じた措置の概要 企業局担当課 

(1)固定資産台帳と現物の整合性確認

の不備について 

【結果】175 頁 

 １年に１回行われる固定資産の現物

確認作業は、企業会計システムから出

力した固定資産台帳と現物を突合する

ことで行われるが、固定資産に貼付さ

れたシールは契約管財課が発行した物

品コード（15 桁）であり、固定資産

台帳上の固定資産番号（11 桁）とは

異なることから、シールの番号による

ことができず、固定資産の名称や取得

時期などで固定資産を判別し、現物の

確認を行っている。 

 固定資産の管理状況について確認し

たところ、担当課の技術系職員の説明

がないと固定資産の現物確認を行うこ

とができないものがあることや、確認

記録簿の様式や記載が統一されていな

い状況があった。 

 固定資産台帳の固定資産番号と固定

資産に貼付するシールの番号の整合を

図った上で、シールの貼付を徹底する

とともに、確認記録簿の様式を統一し

て、固定資産台帳と現物の整合性確認

手続の実効性を高める必要がある。 

固定資産に貼付するシールの発

行や写真データを搭載できる機能

を備えたシステムを導入した結

果、固定資産台帳と現物との整合

について適切な管理が可能となり

ました。あわせて、固定資産の実

査に資する管理データとなるよう

運用マニュアルを整備していま

す。 

 

経営経理課 

(2)固定資産台帳データの共有につい

て 

【意見】177 頁 

 現在企業局では購入により取得した

固定資産を管理する番号として、契約

管財課が所管する 15 桁の物品コード

と経営経理課が所管する 11 桁の固定

資産番号の２種類があり、現物の確認

作業において、それぞれの番号が活か

されていない状況であり、取得、売却

等における各台帳の更新手続も二度手

間となっている。 

 事務の効率性や作業ミス防止の観点

から、固定資産台帳データの共有ある

いは管理システムの一元化を早急に検

討すべきである。 

新企業会計システムの稼動（平

成 31 年稼動予定）にあわせ、備

品、固定資産の住み分けを明確に

しました。 

また、固定資産台帳に登録して

いるが備品に該当するものについ

ては、備品台帳からも出力できる

よう対応しています。 

経営経理課 
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６. 情報システム 

監査結果又は意見の概要 講じた措置の概要 企業局担当課 

(1)情報資産の台帳管理の不備につい

て 

【結果】185 頁 

 「大津市企業局情報セキュリティ対

策基準」（以下、「対策基準」とい

う）において、企業局における情報資

産は、機密性、完全性及び可用性によ

り、４つの重要性分類に従って分類す

ることとされている。 

 更に、対策基準においては、分類区

分に応じた具体的な管理方法が定めら

れている。 

 その前提として、企業局において、

どのような情報資産が存在するのかを

網羅的に把握することが必要である

が、USB メモリーに関する台帳が作成

されているのみであり、情報資産を網

羅的に把握した台帳等は作成されてい

ない。 

 重要性分類、及び分類に応じた適切

な管理を行うため、情報資産の台帳を

作成するなど網羅的に情報資産を把握

する必要がある。 

企業局が独自に保有する情報資

産を適正に管理するため、平成 29

年度においては、電磁的記録媒体

に係る情報資産管理台帳を整備し

ました。 

また、平成 30 年度において

も、水道・ガス・下水道料金シス

テムから出力される情報資産の分

類と管理方法を取りまとめまし

た。 

このほか、企業局セキュリティ

ポリシーに基づく情報セキュリテ

ィ監査を実施しました。 

企業総務課 

(2)情報セキュリティに関する監査及

び自主点検の未実施について 

【結果】185 頁 

 対策基準において、監査及び自主点

検を実施すべきとなっているが、対策

基準を制定して以降、一度も実施され

ていない。 

 そのため、情報セキュリティポリシ

ーの遵守状況の確認が適時に実施され

ず、情報セキュリティ対策が徹底され

ない状態や、情報セキュリティ対策が

業務運用にそぐわない状態が継続する

可能性がある。 

 情報セキュリティに関する監査及び

自主点検について、実施時期を定めた

上で、計画的に実施する必要がある。 

 

情報セキュリティに関する監査

については、各課が保有する電磁

的記録媒体を対象に管理台帳及び

目録の運用管理状況、媒体の保管

方法並びに利用状況を監査しまし

た。 

また自主点検については、職員

等の情報セキュリティに関する意

識向上や知識習得に有効なことか

ら、適宜、実施していきます。 

企業総務課 
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監査結果又は意見の概要 講じた措置の概要 企業局担当課 

(5)情報システムの調達について 

①情報システムの調達に関する規程の

整備 

【意見】187 頁 

 情報システムの調達に関して、「電

算化・OA 機器導入に伴う事務フロー

図」（以下「フロー図」という）が作

成されている。フロー図では、事務の

流れについては明確になっているもの

の、標準的に具備すべきシステム要件

や、保管すべき文書等、具体的な手順

までは記載されていない。 

 手続が属人的になることを避け、標

準的に具備すべきシステム要件等が仕

様に確実に盛り込まれることを担保す

るため、情報システムの調達に関する

規程を作成すべきである。 

 

 

情報システムの調達に関する規

程については、平成 31 年 3 月に

「企業局情報システム調達ガイド

ライン」を策定しました。 

企業総務課 

(5)情報システムの調達について 

②情報システムの調達における効果測

定 

【意見】188 頁 

 情報システムの調達においては多額

のコストがかかることが想定されるこ

とから、システム調達後、当初期待し

た調達コストに見合う効果が上がって

いるかどうかを検証すべきである。 

 その結果、期待した効果が上がって

いない場合には、その原因を分析し、

次期システムの調達に役立てることが

有用である。 

 なお、検証方法については、利用者

に対してアンケートを取るなどの方法

が考えられる。 

 

平成 30 年 8 月に水道・ガス・

下水道料金システム利用者（職

員・駐在社員等）に対し、情報シ

ステムの調達における効果測定を

実施しました。効果測定を実施し

たところ、想定以上の効果が上が

っていました。 

今後も情報システムの調達にお

ける効果測定を実施し、次期シス

テム導入のコスト削減に努めま

す。 

企業総務課 

(7)情報システム関連費用の市との一

括調達について 

【意見】189 頁 

 一般的に、調達に係る契約を締結す

る場合、調達数量が多くなるほどスケ

ールメリットが生じるため調達価格が

低減すると考えられる。 

 しかし、OA 機器（一人一台端末、

プリンタ、サーバや通信機器等）につ

市長部局との協議の結果、コピ

ー機について、平成 29 年８月に

一括調達しました。その他の OA

機器の一括調達についても、今

後、市長部局と協議を進めます。

また、電算室等の共同利用による

経費削減については、その効果を

測定し、市長部局と協議を進めて

いきます。 

企業総務課 
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監査結果又は意見の概要 講じた措置の概要 企業局担当課 

いては、市長部局との一括調達は実施

されていなかった。 

 一括調達を実施することにより経費

削減が見込める可能性があるため、経

費削減効果を試算し、OA 機器の一括

調達について市長部局と協議を進める

べきである。また、サーバールームに

ついても、市長部局と統合すること

で、空調に係る経費（電気代・保守）

並びに入退室管理システムに係る経費

（保守）の削減効果が見込めることか

ら、市長部局と協議を進めるべきであ

る。 

 

 


